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福井県立大学 
危機対応（実践）マニュアル 

大学としては皆さんの安否確認が必要となります。学生・職員の皆さんは、大規模災害等で被災 

した際には、下記の連絡先へ連絡をしてください。 

永平寺 

キャンパス 

共  通 電 話 ０７７６－６１－６０００（永平寺キャンパス 代表番号） 

学  生 
内 線 １０２６・１０２７・１０２８ 

ＦＡＸ ０７７６－６１－６０１２（教育・学生支援部内） 

職  員 
内 線 １０１１・１０３９・１０５５ 

ＦＡＸ ０７７６－６１－６０１１（経営企画部内） 

あわら 

キャンパス 
共  通 

電 話 ０７７６－７７－１４４３（あわらキャンパス 代表番号） 

内 線 １０１～１０３ 

ＦＡＸ ０７７６－７７－１４４８（あわら企画サービス室内） 

小 浜 

キャンパス 
共  通 

電 話 ０７７０－５２－６３００（小浜キャンパス 代表番号） 

内 線 １１１０～１１１４ 

ＦＡＸ ０７７０－５２－６００３（小浜企画サービス室内） 

かつみ 

キャンパス 
共  通 

電 話 ０７７０－５２－７３０５（かつみキャンパス 代表番号） 

ＦＡＸ ０７７０－５２－７３０６（かつみキャンパス事務室内） 

勝山 

キャンパス 
共  通 

電 話 ０７７９－６４－４８５０（勝山キャンパス 代表番号） 

ＦＡＸ ０７７９－６４－４８５１（勝山企画サービス室内） 

メール 

連絡先 

共  通 災害安否報告システム（セイフティリンク）による報告 

学  生 メール fpu-gakusei@fpu.ac.jp（就職・生活支援課） 

職  員 メール so-kikaku@fpu.ac.jp（総務広報課） 
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＊ ＊＊ ＊  やる べき こと  ＊＊＊ ＊  

◎  建 物 の 基 礎 、柱 、壁 な ど の 老 朽 化 や 変 形 、損 傷 、亀 裂 な ど を 発 見 し た 場 合 は 、事 務

局 な ど に 連 絡 す る こ と 。  

◎  火 気 使 用 設 備 な ど の 本 体 、燃 料 容 器 な ど は 転 倒 し な い か 、周 囲 に 転 倒 、落 下 す る も

の が な い か 点 検 す る こ と 。  

◎  ガ ス コ ン ロ 、 湯 沸 器 な ど の 周 囲 に は 、 燃 え や す い 物 を 置 か な い こ と 。  

◎  火 災 が 発 生 し た 時 に あ わ て な い よ う 、消 火 お よ び 消 火 栓 の 位 置 、使 用 方 法 を 確 認 し

て お く こ と 。  

◎  扉 な ど が 変 形 し 、出 入 口 が 閉 鎖 さ れ る 場 合 を 考 慮 し て 、２ 以 上 の 非 難 ル ー ト を 確 保

し て お く こ と 。  

◎  室 内 に 置 か れ て い る 什 器 類 に は 、 転 倒 防 止 や 移 動 防 止 の 措 置 を し て お く こ と 。  

◎  キ ャ ビ ネ ッ ト 、書 架 お よ び 本 棚 な ど の 上 部 に は 、重 い 物 を 置 か な い よ う に す る こ と 。 

 

 

災 害 時 の 心 得 
 

は  じ  め  に  

災 害 は 、「 忘 れ た こ ろ に や っ て く る 」 と 言 わ れ る よ う に 、 あ る 日 突 然 私 た ち に 襲 い か か

り ま す 。  

近 年 、頻 発 し て い る 地 震 は 、火 災・建 物 倒 壊 や 津 波 を 、台 風 は 洪 水 や 崖 崩 れ な ど を 引 き

起 こ し 、一 瞬 に し て 多 く の 財 産 や 生 命 を 奪 っ て し ま い ま す 。こ の よ う な 災 害 に 備 え て 、予

防 対 策 や 起 き た と き の 行 動 要 領 、 起 き た 後 の 対 策 等 を 日 頃 か ら 考 え て お く こ と が 大 切 で

す 。  

１  日 常 の 心 得  

 災 害 や 、そ れ に 伴 う 二 次 被 害 を 防 ぐ た め に 、日 頃 か ら 下 記 の こ と に 注 意 し て 下 さ い 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  地 震 が 発 生 し た 時  

 地震で最も恐ろしいのは二次的に発生する火災であり、地震の被害を最小限に抑え  

るためには、素早く火の始末をすることと、身の安全を確保することです。  

 

 

◎  避 難 時 に 障 害 と な る よ う な 、 ダ ン ボ ー ル 箱 、 ロ ッ カ ー な ど を 廊 下 、 階 段 、 出 入 口

付 近 に 置 か な い よ う 徹 底 す る こ と 。  

◎  退 室 に 際 し て は 、 湯 沸 器 、 ガ ス コ ン ロ 等 の 火 元 を 点 検 し て お く こ と 。  

◎  非 常 時 の 持 ち 出 し 品 に つ い て は 、 事 前 に 確 認 し て お く こ と 。  

◎  道 路 や 交 通 機 関 が 封 鎖 さ れ る 場 合 を 考 慮 し 、 普 段 の 帰 宅 経 路 を 実 際 に 歩 く な ど 、

自 宅 ま で の 帰 宅 方 法 を 確 認 し て お く こ と 。  

◎  非 常 時 の 安 否 確 認 の た め 、 連 絡 網 を 把 握 し て お く こ と 。  

＊ ＊＊ ＊  やる べき こと  ＊＊＊ ＊  

◎  火 気 使 用 設 備 等 の 近 く に い る 者 は 、「 グ ラ ッ 」 と き た ら 火 を 直 ち に 消 す こ と 。  

◎  ロ ッ カ ー の 転 倒 や 窓 ガ ラ ス が 割 れ る 恐 れ が あ る た め 、 こ れ ら の も の か ら は で き る

だ け 離 れ る こ と 。ま た 、照 明 器 具 の 落 下 や デ ィ ス プ レ イ な ど の 転 倒 に 注 意 す る こ と 。 

◎  バ ッ グ な ど を 頭 に か ぶ り 、 机 な ど の 下 に 入 り 身 の 安 全 を 確 保 す る こ と 。  

◎  地 震 に よ っ て 建 物 が ゆ が み 、 ド ア が 開 か な く な る 恐 れ が あ る た め 、 出 入 口 の 近 く

に い る 者 は 、す ぐ 避 難 で き る よ う に 、「 グ ラ ッ 」と き た ら ド ア を 開 け て 避 難 口 を 確 保

す る こ と 。  

◎  避 難 は 、 階 段 を 使 用 し 落 ち 着 い て ゆ っ く り 行 動 す る こ と 。  

◎  エ レ ベ ー タ ー を 避 難 用 に 使 用 し な い こ と 。 も し 、 エ レ ベ ー タ ー に 乗 っ て い る と き

に 地 震 が 起 き た ら 、 最 も 近 い 階 に 止 め 、 脱 出 す る こ と 。  
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３  火 災 が 発 生 し た 時  

火 災 が 発 生 し た 場 合 は 、 落 ち 着 い て 速 や か に 初 期 消 火 を 行 う こ と が 大 切 で す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  避 難 の 際 の 注 意 点  

火 災 や 地 震 が 発 生 し た 場 合 は 、 職 員 や 非 常 放 送 の 指 示 に 従 い 、 落 ち 着 い て 避 難  

し て 下 さ い 。  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ ＊＊ ＊  やる べき こと  ＊＊＊ ＊  

◎  火 や 煙 を 発 見 し た ら 、 近 く の 者 は 駆 け つ け て 燃 え て い る 物 を 確 認 す る こ と 。  

◎  火 災 を 確 認 し た ら 、「 火 事 だ ぁ ー 」 と 大 声 で 周 囲 に 知 ら せ 、 最 寄 り の 火 災 報 知 ベ ル

を 鳴 ら す こ と 。  

◎  で き る だ け 多 く の 人 で 消 火 器 等 を 集 め て 、 一 気 に 消 火 す る こ と 。  

◎  同 時 に ２ 箇 所 以 上 か ら 出 火 し た 場 合 は 、 人 命 に 影 響 を 及 ぼ す 場 所 の 火 災 を 優 先 し

対 処 す る こ と 。  

◎  放 送 を 聞 き 、 そ の 指 示 に 従 っ て た だ ち に 避 難 す る こ と 。  

◎  エ レ ベ ー タ ー を 避 難 用 に 使 用 し な い こ と 。  

 

＊ ＊＊ ＊  注意 点  ＊ ＊＊ ＊  

◎ 避難する際はあわてず、騒がないこと。 

◎ 火災、地震時はエレベーターの使用はしないこと。 

使用中の場合には、すぐ近くの階で停め、階段を使用して避難すること。 

◎ 避難場所や避難経路は、日頃から確認しておくこと。 

※ 避難場所、ルート図は、 

・永平寺キャンパス －２２ページ 

・あわらキャンパス －４０ページ 

・小浜キャンパス － ５８ページ 

・かつみキャンパス －７６、７７ページ 

・勝山キャンパス －９５ページ 
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地 震 

（平 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

永平寺キャンパス 
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    地震が発生した際の連絡体制 (震度５弱以上) 
 

 

 

 

平  日 

学生の場合 避難完了後、指導教員等

による安否確認 

構内にいる場合 

構外にいる場合 （状況により） 

災害安否報告システムに

よる安否確認 

地震発生！ 

重大な危機以外

の危機の場合 
重大な危機

の場合 
危機対策本部の設置 

 

揺れが収まったら、自衛消防隊長の指令のもと班ごとに分担業務を開始

する 

 

永平寺キャンパス自衛消防隊 

総務班長   （内線 1011） 災害状況の把握等  

避難誘導班長 （内線 1056） 避難者の誘導、救出等 

消火班長   （内線 1059） 初期消火活動等 

救護班長   （内線 1026） 負傷者の応急救護等 

工作班長   （内線 1901） 電気、ガス施設等の安全措置等 

注意点 

・あわてて外に出ず、テーブルや机の下に身を隠すなど、まずは自らの身の

安全を確保すること 

・実験などで火気を使用している場合は、速やかに消すこと 

・ガスの元栓は閉めること 

・物品の落下や転倒に注意すること 

・部屋の扉を開けておくこと（非常脱出口確保のため） 

・避難に際し、エレベーター、自動車等の車両の使用はしないこと 

・職員の指示に従い多目的広場（第１駐車場西側）に集合すること 
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地 震 

（夜間・休日） 
 

永平寺キャンパス 
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職員、警備員、エネルギーセンター職員 

状況報告 

（安否確認含む） 

状況報告（安否確認含む） 

 

     地震が発生した際の連絡体制 (震度５弱以上) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間・休日 

重大な危機

の場合 

理 事 長 

緊急連絡先へ連絡 

事務局長 

緊急連絡先へ連絡 

 

財務課長 

緊急連絡先へ連絡 

 

揺れが収まったら、手分けして以下の行動を開始する。 

 

・災害状況の把握等  

・避難者の誘導、救出等 

・初期消火活動等 

・負傷者の応急救護等 

・電気、ガス施設等の安全措置等 

・薬品等の安全措置等を担当者に確認 

構内にいる場合 

構外にいる場合 （状況により） 

災害安否報告システムに

よる安否確認 

地震発生！ 

学生の場合 
避難完了 

危機対策本部の設置 

 

（職員参集後） 

永平寺キャンパス

自衛消防隊 

活動 等 

 重大な危機以外の危機の場合

（理事長の判断により） 

注意点 

・あわてて外に出ず、テーブルや机の下に身を隠すなど、まずは自らの身の

安全を確保すること 

・実験などで火気を使用している場合は、速やかに消すこと 

・ガスの元栓は閉めること 

・物品の落下や転倒に注意すること 

・部屋の扉を開けておくこと（非常脱出口確保のため） 

・避難に際し、エレベーター、自動車等の車両の使用はしないこと 

・避難については職員、警備員、エネルギーセンター職員に従うこと 
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火 災 

（平 日） 

永平寺キャンパス 
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通 報 

119番通報及び 

火災発生場所報告 

事後報告 

 

火災が軽微な場合 

初期消火 

火災が重大な場合 

重大な危機以外の

危機の場合 

状況報告（安否確認含む） 

 

火災を発見した場合の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

平  日 

119番へ通報し、 

初 期 消 火 に 努 め

る！！ 

 

防災センター（警備室） 

（内線 1033） 

鎮 火 

・鎮火確認を行なう 

・事後報告として消防に連絡 

発見者！！ 

財務課長 

（内線 1012） 

 

永平寺キャンパス自衛消防隊 

総務班長   （内線 1011） 災害状況の把握等  

避難誘導班長 （内線 1056） 避難者の誘導、救出等 

消火班長   （内線 1059） 初期消火活動等 

救護班長   （内線 1026） 負傷者の応急救護等 

工作班長   （内線 1901） 電気、ガス施設等の安全措置等 

火災を発見した者は 
・大声で周囲の人に知らせること 

・火災が特に重大な場合には 119番通報すること 

・初期消火が可能な場合には行なうこと 

・防災センター（警備員）に知らせること 

・火災報知機の発信機を押すこと 

 

理事長（内線 1003） 

 

事務局長（内線 1001） 

重大な危機

の場合 

危機対策本部の設置 
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火 災 

（夜間・休日） 

永平寺キャンパス 
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火災が軽微な場合 

初期消火 

 

火災発生場所報告 

事後報告 

通 報 

火災が重大な場合 現場の状況等

を 随 時 報 告

(安否確認含

む) 

状況報告 

（安否確認含む） 

現場へ急行 

現場へ急行 

連絡 

 

火災を発見した場合の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間・休日 

 119番へ通報し、 

 初期消火に努め 

 る。 

鎮 火 

火災を発見した者は 
・大声で周囲の人に知らせること 

・火災が特に重大な場合には 119番通報すること 

・初期消火が可能な場合には行なうこと 

・防災センターに知らせること 

・火災報知機の発信機を押すこと 

・初期消火を行う 

・火災が重大な場合には 119番へ通報

し、消防署の指示に従う 

・非常放送を行う 

・現場での避難誘導・被害状況の把握

に当たる 

 

財務課長 

 

緊急連絡先へ連絡 

エネルギーセンター 

（内線 1901） 

防災センター（警備室） 

（内線 1033） 

発見者！！ 

理事長 

緊急連絡先へ連絡 

 

事務局長 

緊急連絡先へ連絡 

 

重大な危機

の場合 

（職員参集後） 

永平寺キャンパス

自衛消防隊 

活動 等 

 

危機対策本部の設置 

 

重大な危機以外の危機の場合 

（理事長の判断により） 
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不審者対応 

（平 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※不審者を発見した者は！！ 
①まずは、自分自身の身の安全を確保し 

②不審者の特徴等を把握し 

 ・いつ、どこで見たのか 

 ・現在の状況 

 ・相手の特徴（性別、顔、年齢、服装、人数、不審者の所持品） 

③速やかに、通報すること 

※通報を受けた者は！！ 
 ・必ず通報者から不審者の特徴や居場所を聞くこと 

※的確な情報伝達が防犯対策につながります！！ 

永平寺キャンパス 
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通報 

発見者 

職員を現場へ急行さ

せる 

通 報 

110 番通報および 

状況報告 

事後報告 

状況報告（安否確認含む） 

事後報告 

 

不審者を発見した場合の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発見者 

平  日 

警備員・職員 
が発見した場合 

（下記の行動へ） 

事後報告として 

警察へ連絡 

財務課長は状況 

報告を受けたら関係する  

部門等へ連絡をする 

警備員・職員は警察の 

指示に従って行動する 
110番へ通報 

 

財務課長（内線 1012） 

理事長（内線 1003） 

 

事務局長（内線 1001） 

下記の行動へ 

不審者を見失った場合は 

110番通報をする！！ 

※退去勧告をする際には 

必ず複数（5名以上）で対

応すること！ 

退去をしな 

かった！！ 

 

警備員 
（1033） 

or 

職員 

退去勧告を行なう 

学生！！ 

が発見した場合 

退去をした！ 
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不審者対応 

（夜間・休日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※不審者を発見した者は！！ 
①まずは、自分自身の身の安全を確保し 

②不審者の特徴等を把握し 

 ・いつ、どこで見たのか 

 ・現在の状況 

 ・相手の特徴（性別、顔、年齢、服装、人数、不審者の所持品） 

③速やかに、通報すること 

※通報を受けた者は！！ 
 ・必ず通報者から不審者の特徴や居場所を聞くこと 

※的確な情報伝達が防犯対策につながります！！ 

永平寺キャンパス 
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通 報 

事後報告 

110 番通報および 

状況報告 

状況報告（安否確認含む） 

事後報告 

 

不審者を発見した場合の連絡体制夜間・休日 

警備員（1033） 

発見者 

事後報告として 

警察へ連絡 

 

 警備員は警察の指示に 

 従って行動する 110番へ通報 

不審者を見失った場合は 

110番通報をする！！ 

※退去勧告をする際には 

必ず複数（2名以上）で対

応すること！ 

理事長 

緊急連絡先番号へ連絡 

 

事務局長 

緊急連絡先番号へ連絡 

 

財務課長 

 

緊急連絡先番号へ連絡 

退去をしな 

かった！！ 

 

退去勧告を行なう 退去をした！ 
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実験時の事故 

（平 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

永平寺キャンパス 
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委員会等がある場合 

 

火災発生場所報告 

委員会等 

がない場合 

軽微な場合 

軽微な場合 

重大な場合 

 

 

実験時に事故が発生した場合 
 

 

 

 

 

 

 

火災発生 

監督者・当事者は 

・火災等二次災害の防止措置を行

うこと 

・状況によっては、避難および避

難の指示を行うこと 

個別マニュアル 

「火災」へ 

 

理事長（内線 1003） 

事務局長（内線 1001） 

学部長および関係職

員等に連絡 

 

平  日 

永平寺キャンパス代表 0776-61-6000 

共創・研究支援課長（内線 1087） 

 

委員会担当に連絡 

必要な場合 

緊急用シャワー

の使用（※） 

・１１９番に通報すること 

・救急車の到着までの応急処置

を行うこと 

・医務室等に連絡 

重大な場合 
負傷者の発生 

※ 緊急用シャワーは、生物資

源学部棟２～５階および共通

講義棟南棟の男子トイレに設

置されています。 

 

実験中に 

事故発生 
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実験時の事故 

（夜間・休日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

永平寺キャンパス 
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委員会等が

ある場合 

 

火災発生場

所報告 

委員会等 

がない場合 

 

 

実験時に事故が発生した場合 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学部長および関係職

員等に連絡 

 

監督者・当事者は 

・火災等二次災害の防止措置を行

うこと 

・状況によっては、避難および避

難の指示を行うこと 

 

永平寺キャンパス代表 0776-61-6000 

防災センター（警備室）（内線 1033） 

 

理事長 

緊急連絡先へ連絡 

 

事務局長 

緊急連絡先へ連絡 

 

共創・研究支援課長 

緊急連絡先へ連絡 

夜間・休日 

火災発生 

個別マニュアル 

「火災」へ 

 

軽微な場合 

必要な場合 

緊急用シャワー

の使用（※） 

・１１９番に通報すること 

・救急車の到着までの応急処置

を行うこと 
軽微な場合 

応急処置 

重大な場合 
負傷者の発生 

重大な場合 

実験中に 

事故発生 

委員会担当に連絡 

※ 緊急用シャワーは、生物資

源学部棟２～５階および共通

講義棟南棟の男子トイレに設

置されています。 
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避難所 

第２避難所 

避難場所および避難ルート 

（永平寺キャンパス） 

注意！ 

一般的な避難ルートですので、

状況や職員等の指示により臨

機に避難してください。 

-22- 

 

非常口 

AED 設置場所 

 

地域経済研究所 
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関係連絡先  

 

 

○不審者を発見した場合等    ⇒  福井警察署      ０７７６－５２－０１１０  

                        永平寺分庁舎    ０７７６－６１－０１１０  

○火災、負傷者が居る場合等  ⇒  永平寺町消防本部  ０７７６－６３－０１１９  

 

○その他情報収集・報告先     ⇒  福井県庁      ０７７６－２１－１１１１ 

市町   

・永平寺町   ０７７６－６１－１１１１ 

・福井市      ０７７６－２０－５１１１ 

・坂井市      ０７７６－６６－１５００ 

・あわら市     ０７７６－７３－１２２１ 
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地 震 

（平 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

あわらキャンパス 
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    地震が発生した際の連絡体制 (震度５弱以上) 
 

 

 

平  日 

学生の場合 避難完了後、指導教員等

による安否確 

構内にいる場合 

構外にいる場合 （状況により）災害安否

報告システムによる安否

確認 

地震発生！ 

揺れが収まったら、自衛消防隊長の指令のもと係ごとに分担業務

を開始する 

 

あわらキャンパス自衛消防隊 

指揮係    状況の把握等 

通報連絡係  消防機関への通報・確認等 

消火係    初期消火活動等 

避難誘導係  避難者の避難誘導等 

応急救護係  負傷者の応急措置等 

 

重大な危機以外

の危機の場合 
重大な危機

の場合 

危機対策本部の設置 

 

注意点 

・あわてて外に出ず、テーブルや机の下に身を隠すなど、まずは自らの身の

安全を確保すること 

・実験などで火気を使用している場合は、速やかに消すこと 

・ガスの元栓は閉めること 

・物品の落下や転倒に注意すること 

・部屋の扉を開けておくこと（非常脱出口確保のため） 

・避難に際し、エレベーター、自動車等の車両の使用はしないこと 

・職員の指示に従い正門前広場に集合すること 
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地 震 

（夜間・休日） 

 
 

あわらキャンパス 
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職員 

状況報告 

（安否確認含む） 

状況報告 

（安否確認含む） 

 

     地震が発生した際の連絡体制 (震度５弱以上) 
 

 

 

 

 

 

 

 

夜間・休日 

あわら企画サービス室長 

緊急連絡先へ連絡 

 

揺れが収まったら、手分けして以下の行動を開始する。 

 

・災害状況の把握等  

・避難者の誘導、救出等 

・初期消火活動等 

・負傷者の応急救護等 

・電気、ガス施設等の安全措置等 

・薬品等の安全措置等を担当者に確認 

構内にいる場合 

構外にいる場合 （状況により）災害安否報告

システムによる安否確認 
地震発生！ 

学生の場合 避難完了 

危機対策本部の設置 

 

（職員参集後）
あわらキャンパス

自衛消防隊 

活動 等 

 
重大な危機以外の危機の場合

（理事長の判断により） 

理 事 長 

緊急連絡先へ連絡 

事務局長 

緊急連絡先へ連絡 

 

注意点 

・あわてて外に出ず、テーブルや机の下に身を隠すなど、まずは自らの身の

安全を確保すること 

・実験などで火気を使用している場合は、速やかに消すこと 

・ガスの元栓は閉めること 

・物品の落下や転倒に注意すること 

・部屋の扉を開けておくこと（非常脱出口確保のため） 

・避難に際し、エレベーター、自動車等の車両の使用はしないこと 

・避難については職員に従うこと 
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火 災 

（平 日） 

あわらキャンパス 
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通 報 

 

 

火災が軽微な場合 

初期消火 

火災が重大な場合 

 

状況報告 

（安否確認含む） 

自衛消防隊活動開始

の判断は隊長である

あわら企画サービス

室長が行う。 

 

火災を発見した場合の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

平  日 

119番へ通報し、 

初 期 消 火 に 努 め

る！！ 

鎮 火 発見者！！ 

あわらキャンパス自衛消防隊 

指揮係    状況の把握等 

通報連絡係  消防機関への通報・確認等 

消火係    初期消火活動等 

避難誘導係  避難者の避難誘導等 

応急救護係  負傷者の応急措置等 

 

火災を発見した者は 
・大声で周囲の人に知らせること 

・火災が特に重大な場合には 119番通報すること 

・初期消火が可能な場合には行なうこと 

・火災報知機の発信機を押すこと 

あわら企画サービス室長 

（内線 101） 

重大な危機

の場合 

危機対策本部の設置 

 

理事長（内線 7-1003） 

 

事務局長（内線 7-1001） 
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火 災 

（夜間・休日） 

あわらキャンパス 
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火災が軽微な場合 

初期消火 

 

火災発生場所報告 

事後報告 

火災報知器による

通報 

火災が重大な場合 現場の状況等を随時報告 

状況報告 

（安否確認含む） 

現場へ急行 

 

火災を発見した場合の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間・休日 

 119番へ通報し、 

 初期消火に努め 

 る。 

火災を発見した者は 
・大声で周囲の人に知らせること 

・火災が特に重大な場合には 119番通報すること 

・初期消火が可能な場合には行なうこと 

・火災報知機の発信機を押すこと 

・初期消火を行う 

・火災が重大な場合には 119番へ通報

し、消防署の指示に従う 

・現場での避難誘導・被害状況の把握

に当たる 

あわら企画サービス室長 

  

緊急連絡先へ連絡 

理事長 

緊急連絡先へ連絡 

 

事務局長 

緊急連絡先へ連絡 

 

発見者！！ 鎮 火 

重大な危機

の場合 

（職員参集後） 

あわらキャンパス

自衛消防隊 

活動 等 

 

危機対策本部の設置 

 

重大な危機以外の危機の場合 

（理事長の判断により） 

機械警備委託業者 
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不審者対応 

（平 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※不審者を発見した者は！！ 
①まずは、自分自身の身の安全を確保し 

②不審者の特徴等を把握し 

 ・いつ、どこで見たのか 

 ・現在の状況 

 ・相手の特徴（性別、顔、年齢、服装、人数、不審者の所持品） 

③速やかに、通報すること 

※通報を受けた者は！！ 
 ・必ず通報者から不審者の特徴や居場所を聞くこと 

※的確な情報伝達が防犯対策につながります！！ 

あわらキャンパス 
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通報 

発見者 

職員を現場へ 

急行させる 

通 報 

110 番通報および 

状況報告 

事後報告 

状況報告（安否確認含む） 

通 報 

 

不審者を発見した場合の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発見者 

平  日 

職員！！ 
が発見した場合 

（下記の行動へ） 

退去をした！ 

事後報告として 

警察へ連絡 

あわら企画サービス室長

は状況報告を受けたら関

係する部門等へ連絡をす

る 

職員は警察の指示に従っ

て行動する 
110番へ通報 理事長（内線 7-1003） 

 

事務局長（内線 7-1001） 

下記の行動へ 

不審者を見失った場合は 

110番通報をする！！ 

※退去勧告をする際には 

必ず複数（5名以上）で対

応すること！ 

退去をしな 

かった！！ 

事務室 

   or 

     職員 

退去勧告を行なう 

学生！！ 

が発見した場合 

 

あわら企画サービス室長 

（内線 101） 
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不審者対応 

（夜間・休日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※不審者を発見した者は！！ 
①まずは、自分自身の身の安全を確保し 

②不審者の特徴等を把握し 

 ・いつ、どこで見たのか 

 ・現在の状況 

 ・相手の特徴（性別、顔、年齢、服装、人数、不審者の所持品） 

③速やかに、通報すること 

※通報を受けた者は！！ 
 ・必ず通報者から不審者の特徴や居場所を聞くこと 

※的確な情報伝達が防犯対策につながります！！ 

あわらキャンパス 
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通 報 

110 番通報および 

状況報告 

状況報告（安否確認含む） 

事後報告 

通  報 

現場へ急行 

 

不審者を発見した場合の連絡体制夜間・休日 

事後報告として 

警察へ連絡 

 

 警備業者は警察の指示に 

 従って行動する 110番へ通報 

110番通報および 

状況報告 

※退去勧告をする際には 

必ず複数（2名以上）で対

応すること！ 

理事長 

緊急連絡先番号へ連絡 

 

事務局長 

緊急連絡先番号へ連絡 

 

異常なし 

あわら企画サービス室長 

 

緊急連絡先番号へ連絡 

不審者発見！！ 

 

現場確認 

センサー感知 

機械警備委託業者 
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実験時の事故 

（平 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

あわらキャンパス 
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委員会等が   

 ある場合 

 

火災発生場所報告 

委員会等 

がない場合 

軽微な場合 

軽微な場合 

重大な場合 

 

実験時に事故が発生した場合 
 

 

 

 

 

 

監督者・当事者は 

・火災等二次災害の防止措置を行

うこと 

・状況によっては、避難および避

難の指示を行うこと 

理事長（内線 7-1003） 

事務局長（内線 7-1001） 学部長および関係職

員等に連絡 

 

平  日 

あわらキャンパス代表 0776-77-1443 

あわら企画サービス室（内線 101） 

 

火災発生 

必要な場合 

シャワーの使用

（※） 

・１１９番に通報すること 

・救急車の到着までの応急処置

を行うこと 

応急処置 

木村病院 0776-73-3323 

重大な場合 
負傷者の発生 

委員会担当に連絡 

※シャワーは、管理研究棟１

階、教育棟およびＡ棟 

 に設置されていますので、 

 確認しておいてください。 

実験中に 

事故発生 
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実験時の事故 

（夜間・休日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

あわらキャンパス 
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委員会等が

ある場合 

 

火災発生場

所報告 

委員会等 

がない場合 

軽微な場合 

軽微な場合 

重大な場合 

 

 

実験時に事故が発生した場合 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会担当に連絡 

学部長および関係職

員等に連絡 

監督者・当事者は 

・火災等二次災害の防止措置を行

うこと 

・状況によっては、避難および避

難の指示を行うこと 

 

 

あわらキャンパス代表 0776-77-1443 

理事長 

緊急連絡先へ連絡 

 

事務局長 

緊急連絡先へ連絡 

 

夜間・休日 

火災発生 
個別マニュアル 

「火災」へ 

必要な場合 

シャワーの使用

（※） 

・１１９番に通報すること 

・救急車の到着までの応急処置

を行うこと 

応急処置 

木村病院 0776-73-3323 

重大な場合 
負傷者の発生 

あわら企画サービス室長 

緊急連絡先へ連絡 

※シャワーは、管理研究

棟１階、教育棟および

Ａ棟に設置されていま

すので、確認しておい

てください。 

 

 

実験中に 

事故発生 
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避難場所および避難ルート 

（あわらキャンパス） 

管理研究棟 教育棟 

作業室Ａ棟 
AED 設置場所 

管理研究棟 

AED 設置場所 

教育棟 

注意！ 

一般的な避難ルートですので、

状況や職員等の指示により臨

機に避難してください。 

避難所 

 

 

 非常口 
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関係連絡先  

 

 

○不審者を発見した場合等     ⇒  あわら警察署    ０７７６－７３－０１１０  

○火災、負傷者が居る場合等   ⇒  嶺北消防組合あわら消防署 

                                    ０７７６－７３－０１１９  

○その他情報収集・報告先      ⇒  福井県庁       ０７７６－２１－１１１１ 

                                あわら市       ０７７６－７３－２１１２ 
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地 震 

（平 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

小浜キャンパス 
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    地震が発生した際の連絡体制 (震度５弱以上) 
 

 

 

 

平  日 

学生の場合 避難完了後、指導教員等

による安否確 

構内にいる場合 

構外にいる場合 （状況により）災害安否

報告システムによる安否

確認 

地震発生！ 

揺れが収まったら、自衛消防隊長の指令のもと係ごとに分担業務

を開始する 

 

小浜キャンパス自衛消防隊 

指揮係    状況の把握等 

通報連絡係  消防機関への通報・確認等 

消火係    初期消火活動等 

避難誘導係  避難者の避難誘導等 

応急救護係  負傷者の応急措置等 

 

重大な危機以外

の危機の場合 

重大な危機

の場合 
危機対策本部の設置 

 

注意点 

・あわてて外に出ず、テーブルや机の下に身を隠すなど、まずは自らの身の

安全を確保すること 

・実験などで火気を使用している場合は、速やかに消すこと 

・ガスの元栓は閉めること 

・物品の落下や転倒に注意すること 

・部屋の扉を開けておくこと（非常脱出口確保のため） 

・避難に際し、エレベーター、自動車等の車両の使用はしないこと 

・職員の指示に従いスポーツ広場に集合すること 
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地 震 

（夜間・休日） 

 
 

小浜キャンパス 
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職員、警備員 

状況報告 

（安否確認含む） 

状況報告 

（安否確認含む） 

 

     地震が発生した際の連絡体制 (震度５弱以上) 
 

 

 

 

 

 

 

 

夜間・休日 

小浜企画サービス室長 

緊急連絡先へ連絡 

 

揺れが収まったら、手分けして以下の行動を開始する。 

 

・災害状況の把握等  

・避難者の誘導、救出等 

・初期消火活動等 

・負傷者の応急救護等 

・電気、ガス施設等の安全措置等 

・薬品等の安全措置等を担当者に確認 

構内にいる場合 

構外にいる場合 （状況により）災害安否報告

システムによる安否確認 
地震発生！ 

学生の場合 避難完了 

危機対策本部の設置 

 

（職員参集後）

小浜キャンパス

自衛消防隊 

活動 等 

 重大な危機以外の危機の場合

（理事長の判断により） 

理 事 長 

緊急連絡先へ連絡 

事務局長 

緊急連絡先へ連絡 

 

注意点 

・あわてて外に出ず、テーブルや机の下に身を隠すなど、まずは自らの身の

安全を確保すること 

・実験などで火気を使用している場合は、速やかに消すこと 

・ガスの元栓は閉めること 

・物品の落下や転倒に注意すること 

・部屋の扉を開けておくこと（非常脱出口確保のため） 

・避難に際し、エレベーター、自動車等の車両の使用はしないこと 

・避難については職員、警備員従うこと 
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火 災 

（平 日） 

小浜キャンパス 
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通 報 

119番通報及び 

火災発生場所報告 

事後報告 

 

火災が軽微な場合 

初期消火 

火災が重大な場合 

事後対応 
状況報告 

（安否確認含む） 

自衛消防隊活動開始

の判断は隊長である

小浜企画サービス室

長が行う。 

 

火災を発見した場合の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

平  日 

119番へ通報し、 

初 期 消 火 に 努 め

る！！ 

鎮 火 

・鎮火確認を行なう 

・事後報告として消防に連絡 

発見者！！ 

小浜キャンパス自衛消防隊 

指揮係    状況の把握等 

通報連絡係  消防機関への通報・確認等 

消火係    初期消火活動等 

避難誘導係  避難者の避難誘導等 

応急救護係  負傷者の応急措置等 

 

火災を発見した者は 
・大声で周囲の人に知らせること 

・火災が特に重大な場合には 119番通報すること 

・初期消火が可能な場合には行なうこと 

・保安員室に知らせること 

・火災報知機の発信機を押すこと 

 

 

小浜企画サービス室長 

（内線 1111） 

 

 

保安員室 

（内線 1130） 

重大な危機

の場合 

危機対策本部の設置 

 

理事長（内線 7-1003） 

 

事務局長（内線 7-1001） 
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火 災 

（夜間・休日） 

小浜キャンパス 
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火災が軽微な場合 

初期消火 

 

火災発生場所報告 

事後報告 

通 報 

火災が重大な場合 

現場の状況等を随時報

告(安否確認含む) 

状況報告 

（安否確認含

む） 

現場へ急行 

 

火災を発見した場合の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間・休日 

 119番へ通報し、 

 初期消火に努め 

 る。 

火災を発見した者は 
・大声で周囲の人に知らせること 

・火災が特に重大な場合には 119番通報すること 

・初期消火が可能な場合には行なうこと 

・保安員室に知らせること 

・火災報知機の発信機を押すこと 

・初期消火を行う 

・火災が重大な場合には 119番へ通報

し、消防署の指示に従う 

・非常放送を行う 

・現場での避難誘導・被害状況の把握

に当たる 

 

小浜企画サービス室長 

  

緊急連絡先へ連絡 

理事長 

緊急連絡先へ連絡 

 

事務局長 

緊急連絡先へ連絡 

 

 

保安員室 

（内線 1130） 

 

発見者！！ 鎮 火 

重大な危機

の場合 

（職員参集後） 

小浜キャンパス

自衛消防隊 

活動 等 

 

危機対策本部の設置 

 

重大な危機以外の危機の場合 

（理事長の判断により） 
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不審者対応 

（平 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※不審者を発見した者は！！ 
①まずは、自分自身の身の安全を確保し 

②不審者の特徴等を把握し 

 ・いつ、どこで見たのか 

 ・現在の状況 

 ・相手の特徴（性別、顔、年齢、服装、人数、不審者の所持品） 

③速やかに、通報すること 

※通報を受けた者は！！ 
 ・必ず通報者から不審者の特徴や居場所を聞くこと 

※的確な情報伝達が防犯対策につながります！！ 

小浜キャンパス 
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通報 

発見者 

職員を現場へ 

急行させる 

通 報 

110 番通報および 

状況報告 

事後報告 

状況報告（安否確認含む） 

通 報 

 

不審者を発見した場合の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発見者 

平  日 

警備員・職員！！ 
が発見した場合 

（下記の行動へ） 

退去をした！ 

事後報告として 

警察へ連絡 

小浜企画サービス室長は 

状況報告を受けたら関係

する部門等へ連絡をする 

警備員・職員は警察の指

示に従って行動する 
110番へ通報 理事長（内線 7-1003） 

 

事務局長（内線 7-1001） 

下記の行動へ 

不審者を見失った場合は 

110番通報をする！！ 

※退去勧告をする際には 

必ず複数（5名以上）で対

応すること！ 

退去をしな 

かった！！ 

保安員室 
（内線 1130） 

or 

職員 

退去勧告を行なう 

学生！！ 

が発見した場合 

 

小浜企画サービス室長 

（内線 1111） 
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不審者対応 

（夜間・休日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※不審者を発見した者は！！ 
①まずは、自分自身の身の安全を確保し 

②不審者の特徴等を把握し 

 ・いつ、どこで見たのか 

 ・現在の状況 

 ・相手の特徴（性別、顔、年齢、服装、人数、不審者の所持品） 

③速やかに、通報すること 

※通報を受けた者は！！ 
 ・必ず通報者から不審者の特徴や居場所を聞くこと 

※的確な情報伝達が防犯対策につながります！！ 

小浜キャンパス 
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通 報 

110 番通報および 

状況報告 

状況報告（安否確認含む） 

事後報告 

通  報 

 

不審者を発見した場合の連絡体制夜間・休日 

保安員室 
（内線 1130） 

 

事後報告として 

警察へ連絡 

 

 警備員は警察の指示に 

 従って行動する 110番へ通報 

不審者を見失った場合は 

110番通報をする！！ 

※退去勧告をする際には 

必ず複数（2名以上）で対

応すること！ 

理事長 

緊急連絡先番号へ連絡 

 

事務局長 

緊急連絡先番号へ連絡 

 

退去をした！ 

小浜企画サービス室長 

 

緊急連絡先番号へ連絡 

退去をしな 

かった！！ 

 

退去勧告を行なう 

発見者 
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実験時の事故 

（平 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

小浜キャンパス 
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委員会等が   

 ある場合 

 

火災発生場所報告 

委員会等 

がない場合 

軽微な場合 

軽微な場合 

重大な場合 

 

実験時に事故が発生した場合 
 

 

 

 

 

 

 

監督者・当事者は 

・火災等二次災害の防止措置を行

うこと 

・状況によっては、避難および避

難の指示を行うこと 

理事長（内線 7-1003） 

事務局長（内線 7-1001） 

学部長および関係職

員等に連絡 

 

平  日 

小浜キャンパス代表 0770-52-6300 

小浜企画サービス室（内線 1113） 

 

火災発生 

個別マニュアル 

「火災」へ 

必要な場合 

緊急用シャワー

の使用（※） 

・１１９番に通報すること 

・救急車の到着までの応急処置

を行うこと 

応急処置 

重大な場合 
負傷者の発生 

委員会担当に連絡 

※ 緊急用シャワーは、海洋

生物資源学部棟３～７階の

特定の実験室のベランダに

設置されていますので、確

認しておいてください。 

 

実験中に 

事故発生 
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実験時の事故 

（夜間・休日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

小浜キャンパス 
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委員会等が

ある場合 

 

火災発生場

所報告 

委員会等 

がない場合 

軽微な場合 

軽微な場合 

重大な場合 

 

 

実験時に事故が発生した場合 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会担当に連絡 

学部長および関係職

員等に連絡 

監督者・当事者は 

・火災等二次災害の防止措置を行

うこと 

・状況によっては、避難および避

難の指示を行うこと 

 

小浜キャンパス代表 0770-52-6300 

保安員室（内線 1130） 

理事長 

緊急連絡先へ連絡 

 

事務局長 

緊急連絡先へ連絡 

 

夜間・休日 

火災発生 
個別マニュアル 

「火災」へ 

 

必要な場合 

緊急用シャワー

の使用（※） 

・１１９番に通報すること 

・救急車の到着までの応急処置

を行うこと 

応急処置 

重大な場合 
負傷者の発生 

小浜企画サービス室長 

緊急連絡先へ連絡 

※ 緊急用シャワーは、

海洋生物資源学部棟３

～７階の特定の実験室

のベランダに設置され

ていますので、確認し

ておいてください。 

 

実験中に 

事故発生 
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避難場所および避難ルート 

（小浜キャンパス） 

注意！ 

一般的な避難ルートですので、

状況や職員等の指示により臨

機に避難してください。 

 

非常口 

避難所 

AED 設置場所 

交流センター 

AED 設置場所 

保安員室 
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関係連絡先  

 

 

○不審者を発見した場合等     ⇒  小浜警察署     ０７７０－５２－０１１０  

○火災、負傷者が居る場合等   ⇒  若狭消防組合消防本部   ０７７０－２０－０１１９  

 

○その他情報収集・報告先      ⇒  福井県庁       ０７７６－２１－１１１１ 

役所等   

・小浜市       ０７７０－５３－１１１１ 
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地 震 

（平 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

かつみキャンパス 
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    地震が発生した際の連絡体制 (震度５弱以上) 
 

 

 

 

平  日 

学生の場合 避難完了後、指導教員等

による安否確 

構内にいる場合 

構外にいる場合 （状況により）災害安否

報告システムによる安否

確認 

地震発生！ 

揺れが収まったら、自衛消防隊長の指令のもと係ごとに分担業務

を開始する 

 

かつみキャンパス自衛消防隊 

指揮係    状況の把握等 

通報連絡係  消防機関への通報・確認等 

消火係    初期消火活動等 

避難誘導係  避難者の避難誘導等 

応急救護係  負傷者の応急措置等 

 

重大な危機以外

の危機の場合 

重大な危機

の場合 

危機対策本部の設置 

 

すぐに小浜市指定津波避難場所（旧堅海小学校跡地）ま

で避難する 

【かつみキャンパスから津波避難場所まで約５００ｍ】 

 

時間的余裕がない場合、学科棟・臨海研究センター２階

へ避難する 

津波警報が 

発令された場合 

 

注意点 

・あわてて外に出ず、テーブルや机の下に身を隠すなど、まずは自らの身の

安全を確保すること 

・実験などで火気を使用している場合は、速やかに消すこと 

・ガスの元栓は閉めること 

・物品の落下や転倒に注意すること 

・部屋の扉を開けておくこと（非常脱出口確保のため） 

・避難に際し、エレベーター、自動車等の車両の使用はしないこと 

・職員の指示に従いかつみキャンパス駐車場に集合すること 
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地 震 

（夜間・休日） 

 
 

かつみキャンパス 
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職員 

状況報告 

（安否確認含む） 

状況報告 

（安否確認含む） 

 

     地震が発生した際の連絡体制 (震度５弱以上) 
 

 

 

 

 

 

 

 

夜間・休日 

小浜企画サービス室長 

緊急連絡先へ連絡 

 

揺れが収まったら、手分けして以下の行動を開始する。 

 

・災害状況の把握等  

・避難者の誘導、救出等 

・初期消火活動等 

・負傷者の応急救護等 

・電気、ガス施設等の安全措置等 

・薬品等の安全措置等を担当者に確認 

構内にいる場合 

構外にいる場合 （状況により）災害安否報告

システムによる安否確認 
地震発生！ 

学生の場合 避難完了 

危機対策本部の設置 

 

（職員参集後）

かつみキャンパ

ス自衛消防隊 

活動 等 

 重大な危機以外の危機の場合

（理事長の判断により） 

理 事 長 

緊急連絡先へ連絡 

事務局長 

緊急連絡先へ連絡 

 

すぐに小浜市指定津波避難場所（旧堅海小学校跡地）ま

で避難する 

【かつみキャンパスから津波避難場所まで約５００ｍ】 

 

時間的余裕がない場合、学科棟・臨海研究センター２階

へ避難する 

 

津波警報が 

発令された場合 

 

注意点 

・あわてて外に出ず、テーブルや机の下に身を隠すなど、まずは自らの身の

安全を確保すること 

・実験などで火気を使用している場合は、速やかに消すこと 

・ガスの元栓は閉めること 

・物品の落下や転倒に注意すること 

・部屋の扉を開けておくこと（非常脱出口確保のため） 

・避難に際し、エレベーター、自動車等の車両の使用はしないこと 

・避難については職員の指示に従うこと 
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火 災 

（平 日） 

かつみキャンパス 
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通 報 

119番通報及び 

火災発生場所報告 

事後報告 

 

火災が軽微な場合 

初期消火 

火災が重大な場合 

事後対応 
状況報告 

（安否確認含む） 

自衛消防隊活動開始

の判断は隊長である

小浜企画サービス室

長が行う。 

 

火災を発見した場合の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

平  日 

119番へ通報し、 

初 期 消 火 に 努 め

る！！ 

鎮 火 

・鎮火確認を行なう 

・事後報告として消防に連絡 

発見者！！ 

かつみキャンパス自衛消防隊 

指揮係    状況の把握等 

通報連絡係  消防機関への通報・確認等 

消火係    初期消火活動等 

避難誘導係  避難者の避難誘導等 

応急救護係  負傷者の応急措置等 

 

火災を発見した者は 
・大声で周囲の人に知らせること 

・火災が特に重大な場合には 119番通報すること 

・初期消火が可能な場合には行なうこと 

・事務室に知らせること 

・火災報知機の発信機を押すこと 

 

 

小浜企画サービス室長 

（0770-52-6300） 

 

 

事務室 

（内線 301） 

重大な危機

の場合 

危機対策本部の設置 

 

理事長（内線 7-1003） 

 

事務局長（内線 7-1001） 
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火 災 

（夜間・休日） 

かつみキャンパス 
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火災が軽微な場合 

初期消火 

 

火災発生場所報告 

事後報告 

火災報知機に

よる通報 

火災が重大な場合 

現場の状況等を随時報告 

状況報告 

（安否確認含む） 

現場へ急行 

 

火災を発見した場合の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間・休日 

 119番へ通報し、 

 初期消火に努め 

 る。 

火災を発見した者は 
・大声で周囲の人に知らせること 

・火災が特に重大な場合には 119番通報すること 

・初期消火が可能な場合には行なうこと 

・火災報知機の発信機を押すこと 

・初期消火を行う 

・火災が重大な場合には 119番へ通報

し、消防署の指示に従う 

・現場の被害状況の把握に当たる 

小浜企画サービス室長 

  

緊急連絡先へ連絡 

理事長 

緊急連絡先へ連絡 

 

事務局長 

緊急連絡先へ連絡 

 

 

機械警備委託業者 

 

発見者！！ 鎮 火 

重大な危機

の場合 

（職員参集後） 

かつみキャンパ

ス自衛消防隊 

活動 等 

 

危機対策本部の設置 

 

重大な危機以外の危機の場合 

（理事長の判断により） 
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不審者対応 

（平 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※不審者を発見した者は！！ 
①まずは、自分自身の身の安全を確保し 

②不審者の特徴等を把握し 

 ・いつ、どこで見たのか 

 ・現在の状況 

 ・相手の特徴（性別、顔、年齢、服装、人数、不審者の所持品） 

③速やかに、通報すること 

※通報を受けた者は！！ 
 ・必ず通報者から不審者の特徴や居場所を聞くこと 

※的確な情報伝達が防犯対策につながります！！ 

かつみキャンパス 
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通報 

発見者 

状況により職員を現

場へ急行させる 

通 報 

110 番通報および 

状況報告 

事後報告 

状況報告（安否確認含む） 

通 報 

 

不審者を発見した場合の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発見者 

平  日 

職員！！ 
が発見した場合 

（下記の行動へ） 

退去をした！ 

事後報告として 

警察へ連絡 

小浜企画サービス室長は 

状況報告を受けたら関係

する部門等へ連絡をする 

職員は警察の指示に従っ

て行動する 
110番へ通報 理事長（内線 7-1003） 

 

事務局長（内線 7-1001） 

下記の行動へ 

不審者を見失った場合は 

110番通報をする！！ 

※退去勧告をする際には 

必ず複数（5名以上）で対

応すること！ 

退去をしな 

かった！！ 

事務室 
（内線 301） 

or 

職員 

退去勧告を行なう 

学生！！ 

が発見した場合 

 

小浜企画サービス室長 

（0770-52-6300） 
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不審者対応 

（夜間・休日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※不審者を発見した者は！！ 
①まずは、自分自身の身の安全を確保し 

②不審者の特徴等を把握し 

 ・いつ、どこで見たのか 

 ・現在の状況 

 ・相手の特徴（性別、顔、年齢、服装、人数、不審者の所持品） 

③速やかに、通報すること 

※通報を受けた者は！！ 
 ・必ず通報者から不審者の特徴や居場所を聞くこと 

※的確な情報伝達が防犯対策につながります！！ 

かつみキャンパス 
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通 報 

110 番通報および 

状況報告 

状況報告（安否確認含む） 

事後報告 

 

現場へ急行 

 

不審者を発見した場合の連絡体制夜間・休日 

 

機械警備委託業者 

 警備業者は警察の指示

に従って行動する 110番へ通報 

 

※退去勧告をする際には 

必ず複数（2名以上）で対

応すること！ 

理事長 

緊急連絡先番号へ連絡 

 

事務局長 

緊急連絡先番号へ連絡 

 

異常なし 

小浜企画サービス室長 

 

緊急連絡先番号へ連絡 

不審者発見！！ 

現場確認 

センサー感知 
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実験時の事故 

（平 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

かつみキャンパス 
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委員会等が   

 ある場合 

 

火災発生場所報告 

委員会等 

がない場合 

軽微な場合 

軽微な場合 

重大な場合 

 

実験時に事故が発生した場合 
 

 

 

 

 

 

 

監督者・当事者は 

・火災等二次災害の防止措置を行

うこと 

・状況によっては、避難および避

難の指示を行うこと 

理事長（内線 7-1003） 

事務局長（内線 7-1001） 

学部長および関係職

員等に連絡 

 

平  日 

小浜キャンパス代表 0770-52-6300 

小浜企画サービス室（内線 1113） 

火災発生 

個別マニュアル 

「火災」へ 

 

必要な場合 

緊急用シャワー

の使用（※） 

・１１９番に通報すること 

・救急車の到着までの応急処置

を行うこと 

応急処置 

重大な場合 
負傷者の発生 

委員会担当に連絡 

※ 緊急用シャワーは、学科

棟１～２の特定の実験室の

ベランダに設置されていま

すので、確認しておいてく

ださい。 

 

実験中に 

事故発生 
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実験時の事故 

（夜間・休日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

かつみキャンパス 
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委員会等が

ある場合 

 

火災発生場

所報告 

委員会等 

がない場合 

軽微な場合 

軽微な場合 

重大な場合 

 

 

実験時に事故が発生した場合 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会担当に連絡 

学部長および関係職

員等に連絡 

監督者・当事者は 

・火災等二次災害の防止措置を行

うこと 

・状況によっては、避難および避

難の指示を行うこと 

 

小浜キャンパス代表 0770-52-6300 

保安員室（内線 1130） 

理事長 

緊急連絡先へ連絡 

 

事務局長 

緊急連絡先へ連絡 

 

夜間・休日 

火災発生 

個別マニュアル 

「火災」へ 

 

必要な場合 

緊急用シャワー

の使用（※） 

・１１９番に通報すること 

・救急車の到着までの応急処置

を行うこと 

応急処置 

重大な場合 
負傷者の発生 

小浜企画サービス室長 

緊急連絡先へ連絡 

※ 緊急用シャワーは、学科

棟１～２階の特定の実験室

のベランダに設置されてい

ますので、確認しておいて

ください。 

 

実験中に 

事故発生 
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避難場所および避難ルート 

（かつみキャンパス） 

AED 設置場所 

学科棟サロン 

AED 設置場所 

事務室 

注！ 

一般的な避難ルートですので、

状況や職員等の指示により臨

機に避難してください。 

 

非常口 

避難所 
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津波警報発令時の避難場所 

および避難ルート 

（かつみキャンパス） 

小浜市指定避難場所 

（旧堅海小学校跡地） 
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関係連絡先  

 

 

○不審者を発見した場合等     ⇒  小浜警察署     ０７７０－５２－０１１０  

○火災、負傷者が居る場合等   ⇒  若狭消防組合消防本部   ０７７０－２０－０１１９  

 

○その他情報収集・報告先      ⇒  福井県庁       ０７７６－２１－１１１１ 

小浜市          ０７７０－５３－１１１１ 
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地 震 

（平 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

勝山キャンパス 
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    地震が発生した際の連絡体制 (震度５弱以上) 
 

 

 

 

平  日 

学生の場合 避難完了後、指導教員等

による安否確認 

構内にいる場合 

構外にいる場合 （状況により） 

災害安否報告システムに

よる安否確認 

地震発生！ 

重大な危機以外

の危機の場合 
重大な危機

の場合 
危機対策本部の設置 

 

揺れが収まったら、自衛消防隊長の指令のもと班ごとに分担業務を開始

する 

 

勝山キャンパス自衛消防隊 

指揮係    状況の把握等 

通報連絡係  消防機関への通報・確認等 

消火係    初期消火活動等 

避難誘導係  避難者の避難誘導等 

応急救護係  負傷者の応急措置等 

注意点 

・あわてて外に出ず、テーブルや机の下に身を隠すなど、まずは自らの身の

安全を確保すること 

・実験などで火気を使用している場合は、速やかに消すこと 

・ガスの元栓は閉めること 

・物品の落下や転倒に注意すること 

・部屋の扉を開けておくこと（非常脱出口確保のため） 

・避難に際し、エレベーター、自動車等の車両の使用はしないこと 

・職員の指示に従い駐車場に集合すること 
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地 震 

（夜間・休日） 
 

勝山キャンパス 
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職員 

状況報告 

（安否確認含む） 

状況報告（安否確認含む） 

 

     地震が発生した際の連絡体制 (震度５弱以上) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間・休日 

重大な危機

の場合 

理 事 長 

緊急連絡先へ連絡 

事務局長 

緊急連絡先へ連絡 

 

勝山企画サービス室長 

緊急連絡先へ連絡 

 

揺れが収まったら、手分けして以下の行動を開始する。 

 

・災害状況の把握等  

・避難者の誘導、救出等 

・初期消火活動等 

・負傷者の応急救護等 

・電気、ガス施設等の安全措置等 

・薬品等の安全措置等を担当者に確認 

構内にいる場合 

構外にいる場合 （状況により） 

災害安否報告システムに

よる安否確認 

地震発生！ 

学生の場合 
避難完了 

危機対策本部の設置 

 

（職員参集後） 

勝山キャンパス 

自衛消防隊 

活動 等 

 重大な危機以外の危機の場合

（理事長の判断により） 

注意点 

・あわてて外に出ず、テーブルや机の下に身を隠すなど、まずは自らの身の

安全を確保すること 

・実験などで火気を使用している場合は、速やかに消すこと 

・ガスの元栓は閉めること 

・物品の落下や転倒に注意すること 

・部屋の扉を開けておくこと（非常脱出口確保のため） 

・避難に際し、エレベーター、自動車等の車両の使用はしないこと 

・避難については職員に従うこと 



- 83 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火 災 

（平 日） 

勝山キャンパス 
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通 報 

 

 

火災が軽微な場合 

初期消火 

火災が重大な場合 

 

状況報告 

（安否確認含む） 

自衛消防隊活動開始

の判断は隊長である

勝山企画サービス室

長が行う。 

 

火災を発見した場合の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

平  日 

119番へ通報し、 

初 期 消 火 に 努 め

る！！ 

鎮 火 発見者！！ 

勝山キャンパス自衛消防隊 

指揮係    状況の把握等 

通報連絡係  消防機関への通報・確認等 

消火係    初期消火活動等 

避難誘導係  避難者の避難誘導等 

応急救護係  負傷者の応急措置等 

 

火災を発見した者は 
・大声で周囲の人に知らせること 

・火災が特に重大な場合には 119番通報すること 

・初期消火が可能な場合には行なうこと 

・火災報知機の発信機を押すこと 

勝山企画サービス室長 

（内線 122） 

重大な危機

の場合 

危機対策本部の設置 

 

理事長（0776-61-6000） 

 

事務局長（0776-61-6000） 
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火 災 

（夜間・休日） 

勝山キャンパス 
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火災が軽微な場合 

初期消火 

 

火災発生場所報告 

事後報告 

火災報知器による

通報 

火災が重大な場合 現場の状況等を随時報告 

状況報告 

（安否確認含む） 

現場へ急行 

 

火災を発見した場合の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間・休日 

 119番へ通報し、 

 初期消火に努め 

 る。 

火災を発見した者は 
・大声で周囲の人に知らせること 

・火災が特に重大な場合には 119番通報すること 

・初期消火が可能な場合には行なうこと 

・火災報知機の発信機を押すこと 

・初期消火を行う 

・火災が重大な場合には 119番へ通報

し、消防署の指示に従う 

・現場での避難誘導・被害状況の把握

に当たる 

勝山企画サービス室長 

  

緊急連絡先へ連絡 

理事長 

緊急連絡先へ連絡 

 

事務局長 

緊急連絡先へ連絡 

 

発見者！！ 鎮 火 

重大な危機

の場合 

（職員参集後） 

勝山キャンパス 

自衛消防隊 

活動 等 

 

危機対策本部の設置 

 

重大な危機以外の危機の場合 

（理事長の判断により） 

機械警備委託業者 
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不審者対応 

（平 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※不審者を発見した者は！！ 
①まずは、自分自身の身の安全を確保し 

②不審者の特徴等を把握し 

 ・いつ、どこで見たのか 

 ・現在の状況 

 ・相手の特徴（性別、顔、年齢、服装、人数、不審者の所持品） 

③速やかに、通報すること 

※通報を受けた者は！！ 
 ・必ず通報者から不審者の特徴や居場所を聞くこと 

※的確な情報伝達が防犯対策につながります！！ 

勝山キャンパス 
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通報 

発見者 

職員を現場へ 

急行させる 

通 報 

状況報告 
事後報告 

状況報告（安否確認含む） 

通 報 

 

不審者を発見した場合の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発見者 

平  日 

職員！！ 
が発見した場合 

（下記の行動へ） 

退去をした！ 

事後報告として 

警察へ連絡 

勝山企画サービス室長は

状況報告を受けたら関係

する部門等へ連絡をする 

職員は警察の指示に従っ

て行動する 
110番へ通報 理事長（0776-61-6000） 

 

事務局長（0776-61-6000） 

下記の行動へ 

不審者を見失った場合は 

110番通報をする！！ 

※退去勧告をする際には 

必ず複数（5名以上）で対

応すること！ 

退去をしな 

かった！！ 

事務室 

   or 

     職員 

退去勧告を行なう 

学生！！ 

が発見した場合 

 

勝山企画サービス室長 

（内線 122） 
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不審者対応 

（夜間・休日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※不審者を発見した者は！！ 
①まずは、自分自身の身の安全を確保し 

②不審者の特徴等を把握し 

 ・いつ、どこで見たのか 

 ・現在の状況 

 ・相手の特徴（性別、顔、年齢、服装、人数、不審者の所持品） 

③速やかに、通報すること 

※通報を受けた者は！！ 
 ・必ず通報者から不審者の特徴や居場所を聞くこと 

※的確な情報伝達が防犯対策につながります！！ 

勝山キャンパス 

 



- 90 - 

通 報 

状況報告 

状況報告（安否確認含む） 

事後報告 

通  報 

現場へ急行 

 

不審者を発見した場合の連絡体制夜間・休日 

事後報告として 

警察へ連絡 

 

 警備業者は警察の指示に 

 従って行動する 110番へ通報 

※退去勧告をする際には 

必ず複数（2名以上）で対

応すること！ 

理事長 

緊急連絡先番号へ連絡 

 

事務局長 

緊急連絡先番号へ連絡 

 

異常なし 

勝山企画サービス室長 

 

緊急連絡先番号へ連絡 

不審者発見！！ 

 

現場確認 

センサー感知 

機械警備委託業者 
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実験時の事故 

（平 日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

勝山キャンパス 
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委員会等がある場合 

 

火災発生場所報告 

委員会等 

がない場合 

軽微な場合 

軽微な場合 

重大な場合 

 

 

実験時に事故が発生した場合 
 

 

 

 

 

 

 

火災発生 

監督者・当事者は 

・火災等二次災害の防止措置を行

うこと 

・状況によっては、避難および避

難の指示を行うこと 

個別マニュアル 

「火災」へ 

 

理事長（内線 7-1003） 

事務局長（内線 7-1001） 

学部長および関係職

員等に連絡 

 

平  日 

勝山キャンパス代表 0779-64-4850 

勝山企画サービス室長（内線 122） 

 

委員会担当に連絡 

必要な場合 

緊急用シャワー

の使用（※） 

・１１９番に通報すること 

・救急車の到着までの応急処置

を行うこと 

・応急処置 

・医務室等に連絡 

重大な場合 
負傷者の発生 

※ 緊急用シャワーは、２階に

設置されています。 

 

実験中に 

事故発生 
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実験時の事故 

（夜間・休日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

勝山キャンパス 
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委員会等が

ある場合 

 

火災発生場

所報告 

委員会等 

がない場合 

軽微な場合 

軽微な場合 

重大な場合 

 

 

実験時に事故が発生した場合 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会担当に連絡 

学部長および関係職

員等に連絡 

監督者・当事者は 

・火災等二次災害の防止措置を行

うこと 

・状況によっては、避難および避

難の指示を行うこと 

 

理事長 

緊急連絡先へ連絡 

 

事務局長 

緊急連絡先へ連絡 

 

夜間・休日 

火災発生 
個別マニュアル 

「火災」へ 

必要な場合 

緊急用シャワー

の使用（※） 

・１１９番に通報すること 

・救急車の到着までの応急処置

を行うこと 

応急処置 

勝 山 総 合 病 院

0779-88-0350 

重大な場合 
負傷者の発生 

勝山キャンパス代表 

0779-64-4850 

勝山企画サービス室長 

緊急連絡先へ連絡 

※緊急用シャワーは、２階に

設置されています。 

 

 

実験中に 

事故発生 
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AED 設置場所  

１F、２F 廊下 

避難所 

避難場所および避難ルート 

（勝山キャンパス） 

注意！ 

一般的な避難ルートですので、

状況や職員等の指示により臨

機に避難してください。 

 

非常口 

AED 設置場所 
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関係連絡先  

 

 

○不審者を発見した場合等    ⇒  勝山警察署      ０７７９－８８－０１１０  

      

○火災、負傷者が居る場合等  ⇒  勝山市消防本部   ０７７９－８８－０４００  

 

○その他情報収集・報告先     ⇒  福井県庁      ０７７６－２１－１１１１ 

市町   

・勝山市      ０７７９－８８－１１１１ 
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災害安否報告システム概要 

 

学生・職員 携帯電話（メール） 

災害発生 

確認・集計 

 
0711xxxx ﾌｸｲﾀﾛｳ    確認 2007/1/1 1:03 
0722xxxx ｲｼｶﾜｼﾞﾛｳ  ――  
0733xxxx ﾄﾔﾏﾊﾅｺ    確認 2007/1/7 4:55 
       ・ 
       ・ 
       ・ 
0788xxxx ｸﾏﾓﾄｻﾂｵ   確認 2007/1/3 3:33 
0799xxxx ｵｷﾅﾜｳﾐｺ   ――  
   

安否確認システム担当者 

安否確認のメール発信 

災害安否確認 

発信番号 A1b2cR4x 

学籍番号 0711xxxx 

氏名     ﾌｸｲ ﾀﾛｳ  

・・・・・ 

・・・・ 

FPU メールサーバ 

安否確認結果表示 

メ 

ー 

ル 

返 
信 


